
  

外
来
ご
と
③
医
療
機
関
等
ご
と
④
日
付

  

順
に
並
べ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◎
こ
ん
な
時
は
届
出
が
必
要
で
す

　
ど
の
医
療
費
助
成
制
度
も
、
次
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
市
役
所
市
民

課
・
国
保
医
療
課
ま
た
は
総
合
分
庁
舎
市

民
窓
口
課
、
七
重
浜
・
茂
辺
地
両
支
所
へ

届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
場
合

・
住
所
が
変
更
に
な
っ
た
場
合

・
医
療
費
助
成
を
受
け
る
要
件
を
満
た
さ

  

な
く
な
っ
た
場
合
な
ど
（
受
給
者
証
を

  

使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。）

◎
他
の
公
的
機
関
か
ら
医
療
費
が
支
給

　
さ
れ
た
場
合
は
…

　
労
働
者
災
害
補
償
の
保
険
給
付
や
日
本

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済
見
舞
金

な
ど
、
他
の
法
令
等
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

医
療
費
相
当
額
と
北
斗
市
の
医
療
費
助
成
を

重
複
し
て
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
医
療
費
助
成
を
受
け
た
治
療
に
つ
い
て
、

他
の
公
的
機
関
か
ら
医
療
費
分
が
支
給
さ
れ

た
場
合
は
返
納
し
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま

す
の
で
、
国
保
医
療
課
医
療
給
付
係
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
・
重
度
心
身
障
が
い
者

の
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
方
に
は
、

７
月
中
に
有
効
期
限
が
更
新
さ
れ
た
新
し

い
証
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
届
い
て
い

な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
市
役
所
国
保
医
療
課
医
療
給
付
係

﹇
内
線
1
2
2
〜
1
2
5
﹈

問

制度

子ども医療

どんな方が対象 制度内容 備考
×高校等（定時制、通信制を含む。）
に進学しない場合や退学した場合は
対象外

医療費の全額を助成
〇保険適用の自己
負担分が対象
×自費分や予防接
種、検診等は対象
外

１８歳の年の年度末までのお子さん

ひとり親
家庭等
医療

〇お子さんが１８歳を過ぎても学生・
未就労で父または母の扶養を受けて
いる場合、２０歳に達した月末まで
助成対象　※申請が必要です。

１８歳の年の年度末までのお子さん
と、その子を扶養するひとり親家庭
の父または母

重度心身
障がい者
医療

×６５歳以上の方で一定の障がいを
お持ちの方が後期高齢者医療制度に
加入しない場合は対象外

以下のいずれかの手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳１級～４級
・療育手帳Ａ・Ｂ・ＩＱ６５以下
・精神障害者手帳１級

　
北
斗
市
で
は
、
下
記
の
表
の
と
お
り
、

各
種
医
療
費
助
成
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
各
種
医
療
費
助
成
制
度
は
、
保
険
適
用

の
自
己
負
担
分
が
対
象
で
す
。（
自
費
分

や
予
防
接
種
、
検
診
等
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
助
成
対
象
者
の
方
に
は
、

受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
場
合

　
健
康
保
険
証
と
医
療
費
受
給
者
証
の
両

方
を
窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

北
海
道
外
な
ど
の
受
給
者
証
を
使
え
な
い

地
域
で
受
診
し
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

　
市
役
所
市
民
課
、
国
保
医
療
課
ま
た
は

総
合
分
庁
舎
市
民
窓
口
課
、
七
重
浜
・
茂

辺
地
両
支
所
で
払
い
戻
し
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

●
必
要
な
も
の

・
医
療
機
関
等
の
領
収
書
（
患
者
名
・
医    

  

療
点
数
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

・
各
種
医
療
費
受
給
者
証

・
健
康
保
険
証

・
振
込
先
と
な
る
通
帳
等
（
写
し
可
）

・
本
人
ま
た
は
保
護
者
以
外
の
方
が
申
請

  

さ
れ
る
場
合
は
対
象
と
な
る
方
の
印
鑑

  （
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

　
昭
和
29
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
で
、
令
和
４
年
３
月
末
時
点
で
北
斗
市

に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
、

保
険
適
用
の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

●
助
成
金
額

対
象
者
全
員

　
医
療
機
関
等
（
薬
局
を
除
く
。）
で
支

払
う
一
部
負
担
金
の
う
ち
、
次
の
と
お
り

助
成
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
医
療
機
関

等
ご
と
で
す
。

・
通
院　
ひ
と
月
に
つ
き
4
0
0
円
以
内

・
入
院　
１
日
に
つ
き
3
0
0
円
（
２
ヶ
月

  

を
限
度
）

対
象
者
の
う
ち
70
歳
未
満
の
方

　
通
常
医
療
機
関
な
ど
で
は
３
割
負
担
と

な
り
ま
す
が
、
70
歳
に
達
し
た
時
と
同
じ

負
担
割
合
と
な
る
よ
う
に
差
額
を
助
成
し

て
い
ま
す
。（
薬
局
を
含
む
。）

　
助
成
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
老
人
医
療
費
受
給
者
証
（
70
歳
未
満
の
方
）

・
医
療
機
関
等
の
領
収
書

・
振
込
先
と
な
る
通
帳
等
（
写
し
可
）

・
本
人
以
外
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は

   

対
象
と
な
る
方
の
印
鑑（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

【
お
願
い
】

・
確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
等
で
領
収
書

  

の
原
本
が
必
要
な
方
は
、
原
本
と
写
し

  

の
両
方
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
領
収
書
は
、①
対
象
者
ご
と
②
入
院
・

北
斗
市
の

　
医
療
費
助
成
制
度

老
人
医
療
費
助
成
制
度
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